
 

 
 

 
 

 

有
明
海
及
び
八
代
海
等
を
再
生
す
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

  

国
民
に
と
っ
て
貴
重
な
自
然
環
境
及
び
水
産
資
源
の
宝
庫
で
あ
る
有
明
海
及
び
八
代
海
等
を
豊
か
な
海
と
し
て
再
生
す
る
た

め
、「
有
明
海
及
び
八
代
海
等
を
再
生
す
る
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
き
、
海
域
環
境
の
保
全
及
び
改
善
並
び

に
水
産
資
源
の
回
復
等
に
よ
る
漁
業
振
興
に
関
す
る
取
組
が
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
再
生
は
道
半
ば
で
あ
り
、

今
後
も
引
き
続
き
、
有
明
海
及
び
八
代
海
等
に
お
け
る
漁
業
振
興
に
関
す
る
施
策
を
強
力
に
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。 

よ
っ
て
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
の
実
現
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。 

一 

有
明
海
及
び
八
代
海
等
の
海
域
環
境
の
保
全
及
び
改
善
の
た
め
、
赤
潮
や
貧
酸
素
水
塊
の
被
害
防
止
対
策
、
近
年
頻
発
す

る
豪
雨
等
に
伴
い
発
生
す
る
海
岸
漂
着
物
等
の
除
去
及
び
処
理
の
た
め
の
十
分
な
予
算
を
確
保
し
、
地
方
公
共
団
体
と
協
力

し
て
取
組
を
推
進
す
る
こ
と
。 

二 

有
明
海
及
び
八
代
海
等
に
お
け
る
漁
場
生
産
力
の
増
進
、
水
産
動
植
物
の
増
殖
及
び
養
殖
の
取
組
を
支
援
し
、
同
海
域
に

お
け
る
水
産
資
源
の
回
復
と
持
続
的
な
利
用
を
確
保
し
、
漁
業
振
興
に
関
す
る
取
組
を
着
実
に
進
め
加
速
化
す
る
こ
と
。
そ

の
際
、
指
定
地
域
内
の
状
況
の
違
い
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。 

三 

有
明
海
・
八
代
海
等
総
合
調
査
評
価
委
員
会
の
所
掌
事
務
の
遂
行
状
況
の
公
表
に
当
た
っ
て
は
、
有
明
海
及
び
八
代
海
等

に
お
け
る
環
境
等
の
変
化
の
原
因
・
要
因
、
再
生
の
方
策
が
分
か
り
や
す
い
も
の
と
な
る
よ
う
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
。
ま

た
、
国
及
び
関
係
県
が
行
う
調
査
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
地
域
や
季
節
に
よ
っ
て
状
況
が
大
き
く
異
な
る
同
海
域
の
特
性
を

十
分
に
踏
ま
え
、
き
め
細
か
な
分
析
を
行
う
こ
と
。 

右
決
議
す
る
。 


